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特徴① 処理委託量が多い
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令和２年度
産業廃棄物

種類別排出量
392,147
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特徴① 廃棄物の量だけでなくマニフェストの数も多い

• 建設現場では分別が進んでいる
• マニフェストは廃棄物の種類ごとに交付・登録が必要
• 建設業界はマニフェスト利用が多い業界
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排出事業者の業種別登録件数の構成比
（令和３年４月～令和４年３月までの登録件数）
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特徴② 排出事業場が固定されていない

• 製造業、小売業等では排出事業場（廃棄物が排出される場
所）は変わらない。

• 排出事業場ごとに加入し、マニフェストを利用することが可能。

１加入
排出事業場 排出事業場

１加入
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特徴② 排出事業場が固定されていない

• 建設業の場合は工事現場が排出事業場
• 工事が始まれば排出事業場が増え、終われば減る

排出事業場 排出事業場
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特徴③ 元請と下請けで役割が変わる

• 元請の場合はその工事から出る廃棄物の排出事業者
• 元請事業者が自ら運搬する場合は排出事業者としての自己運搬

元請工事 自己運搬
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特徴③ 元請と下請けで役割が変わる

• 下請けの場合は元請の委託を受けて元請の廃棄物を運ぶ

• 他者の廃棄物を運ぶので産業廃棄物運搬業の許可を取得し、
運搬業者としてマニフェストに関わることになる

下請工事 運搬業者として運搬
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マニフェスト制度
（産業廃棄物管理票制度）
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マニフェスト制度とは…（産業廃棄物管理票制度）

「電子マニフェスト」か「紙マニフェスト」のいずれかを選択して使用し
なければなりません。

不
法
投
棄
の
防
止

＜マニフェスト制度＞

電子マニフェスト

紙マニフェスト
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参考 「マニフェスト」の意味
・manifest ： 「積荷目録」、「明白する」、「証拠となる」
・manifesto ： 「政権公約」、「声明書」

マニフェスト制度は、排出事業者が、収集運搬業者、処分業者に委託した産業

廃棄物が、委託契約どおり適正に処理されたことを把握・管理することにより、不

法投棄の防止など、適正な処理を確保することを目的とした制度です。
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排出事業者における確認義務
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運搬終了の報告・確認
（90日以内、特管：60日以内）

中間処理終了の報告
（90日以内、特管：60日以内）

排出事業者 中間処理業者
収集業者

最終処分業者
収集業者

運搬終了の報告・確認
（90日以内、特管：60日以内）

処分終了の報告
（90日以内、特管：60日以内）

最終処分終了の報告・確認 最終処分終了の報告・確認

（180日以内）

マニフェストにより最終処分までの処理の流れを確認することが義務づけられ

ています。(電子マニフェスト・紙マニフェスト共通の義務）



http://www.jwnet.or.jp/jwnet/

14

措置内容等報告書

すみやかに委託した廃棄物の処理状況
を確認し、原状回復等の適切な措置を
講ずるとともに、確認期限を超えた日か
ら30日以内に所定様式（右の表）により、
都道府県・政令市に報告しなければな
りません。
（施行規則第8条の29）

確認期限を過ぎても処理終了報
告がない場合の対応
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マニフェスト制度の変遷

マニフェスト制度は、平成10年12月よりすべての産業廃棄物に義務付けられ
ています。同時に、電子マニフェストが新たに制度化されました。

年 月 経 緯

平成 ２ 年 ４ 月 行政指導によりマニフェスト制度がスタート

平成 ５ 年 ４ 月 特別管理産業廃棄物にマニフェストの使用を義務化

平成10年12月
・すべての産業廃棄物にマニフェストの使用を義務化
・電子マニフェストの制度化

平成13年 ４ 月 マニフェストによる最終処分終了報告の確認を義務付け

平成17年10月
マニフェストに関する罰則の強化
（50万円以下の罰金→６ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金）

平成23年 ４ 月
紙マニフェストの保存義務の拡大
（排出事業者の控え（A票）にも５年間の保存義務）

平成30年 ４ 月
マニフェストの虚偽記載等に関する罰則強化（６ヶ月以下の懲役又は
50万円以下の罰金→１年以下の懲役又は100万円以下の罰金

平成31年 ４ 月
情報処理センターへの登録・報告期限の３日以内について、
土日祝日及び年末年始を含めないこととした。

令 和 2 年 ４ 月
特別管理産業廃棄物多量排出事業者（PCB廃棄物は含まない）に、
電子マニフェストの使用を義務化15
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マニフェスト（電子、紙）関連の罰則

違反 罰則

産業廃棄物管理票を交付せず、または規定する事項を記載せず若しくは虚偽の記載
をして交付（電子の場合は登録）した排出事業者

１年以下
の懲役又
は１００
万円以下
の罰金

排出事業者に運搬終了報告マニフェストを送付(電子の場合は報告）せず、または規定事
項を記載せず若しくは虚偽の記載をしてマニフェストを送付(報告）した収集運搬業者

処分受託者に管理票を回付しなかった収集運搬業者

マニフェストを排出事業者に送付（報告）せず、若しくは規定する事項を記載せず若しくは
虚偽の記載をして送付（報告）した処分業者

マニフェストを保存しなかった排出事業者、収集運搬業者、処分業者

受託していないものについて、虚偽の記載をしてマニフェストを交付した（特別管理）産業
廃棄物収集運搬業者又は（特別管理）産業廃棄物処分業者

マニフェストの交付を受けていないにもかかわらず、産業廃棄物の引渡しを受けた収集運
搬業者または処分業者

受託した産業廃棄物の運搬又は処分を終了していないにもかかわらず、虚偽の記載をし
てマニフェストを送付（報告）した収集運搬業者又は処分業者

情報処理センターに虚偽の登録をした電子情報処理組織使用事業者

情報処理センターに報告せず、若しくは虚偽の報告をした運搬受託者・処分受託者

マニフェスト制度違反に係る勧告に従わない者に対して行う勧告に係る措置の命令に従
わない排出事業者、収集運搬業者、処分業者


